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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止画像と動画像とを撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像を表示するモニタ画面と、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の領域を、前記動画像の撮影範囲を規
定する動画エリアとして設定する動画エリア設定手段と、
　前記撮像手段が動画像を撮像するタイミングを設定する第１のスケジュール設定手段と
、
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの所定の移動先の位置を設定する
第２のスケジュール設定手段と、
　前記撮像手段に、前記撮像手段の撮影範囲の全体において静止画像を撮像させる第１の
撮像制御手段と、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの初期位置から前記第２のスケ
ジュール設定手段により設定された所定の移動先の位置まで前記動画エリアを移動させな
がら、前記動画エリアにより規定される撮影範囲における動画像を部分動画像として撮像
させる第２の撮像制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの第１のサイズとは異なる、前記
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動画エリアの第２のサイズを設定する第３のスケジュール設定手段を、さらに備え、
　前記第２の撮像制御手段は、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記第３のスケジュール設定手段により設定された第２のサイズまで前記動画エリア
のサイズを変更させながら、前記部分動画像を撮像させる
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記動画エリア設定手段は、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の複数の領域を、複数の動画エリアと
して設定し、
　前記第１のスケジュール設定手段は、
　前記撮像手段が、前記複数の動画エリアによりそれぞれ規定される複数の撮影範囲にお
ける動画像を撮像するタイミングをそれぞれ設定し、
　前記第２の撮像制御手段は、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記複数の動画エリアにより規定される複数の撮影範囲における動画像を、複数の前
記部分動画像としてそれぞれ撮像させる
　ことを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項４】
　静止画像と動画像とを撮像する撮像手段と、前記撮像手段により撮像された画像を表示
するモニタ画面と、を備える撮像装置のコンピュータを、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の領域を、前記動画像の撮影範囲を規
定する動画エリアとして設定する動画エリア設定手段、
　前記撮像手段が動画像を撮像するタイミングを設定する第１のスケジュール設定手段、
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの所定の移動先の位置を設定する
第２のスケジュール設定手段と、
　前記撮像手段に、前記撮像手段の撮影範囲の全体において静止画像を撮像させる第１の
撮像制御手段、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの初期位置から前記第２のスケ
ジュール設定手段により設定された所定の移動先の位置まで前記動画エリアを移動させな
がら、前記動画エリアにより規定される撮影範囲における動画像を部分動画像として撮像
させる第２の撮像制御手段、
　として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラ等の撮像装置に係り、特に静止画と動画を撮影可能な
撮像装置と、この撮像装置に用いられるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラの普及に伴い、静止画の撮影だけでなく、動画の撮影も可能なカ
メラが一般的になってきた。この場合、通常、静止画と動画の撮影は個別に行われるもの
であるが、その両方の撮影を行う技術として、例えば特許文献１に開示されているものが
知られている。
【０００３】
　前記特許文献１では、撮像素子であるＣＣＤの全エリアを静止画用とし、その中の特定
のエリアを動画用として定めておくことで、１台のカメラで静止画と動画の両方の撮影を
行うことを実現している。
【特許文献１】特開平９－９８３２８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示されている方法では、静止画に対する動画の
エリアは固定であり、予め決められた部分の動画データしか得られない。このため、動画
撮影を要する部分が前記動画エリアと違う場所にある場合には対応できないなどの欠点が
ある。
【０００５】
　本発明は前記のような点に鑑みなされたもので、簡単な操作により、静止画の撮影と共
にその静止画の中でユーザが望む部分だけを動画撮影することのできる撮像装置、プログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一の観点に係る撮像装置は、
　静止画像と動画像とを撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像を表示するモニタ画面と、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の領域を、前記動画像の撮影範囲を規
定する動画エリアとして設定する動画エリア設定手段と、
　前記撮像手段が動画像を撮像するタイミングを設定する第１のスケジュール設定手段と
、
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの所定の移動先の位置を設定する
第２のスケジュール設定手段と、
　前記撮像手段に、前記撮像手段の撮影範囲の全体において静止画像を撮像させる第１の
撮像制御手段と、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの初期位置から前記第２のスケ
ジュール設定手段により設定された所定の移動先の位置まで前記動画エリアを移動させな
がら、前記動画エリアにより規定される撮影範囲における動画像を部分動画像として撮像
させる第２の撮像制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの第１のサイズとは異なる、前記
動画エリアの第２のサイズを設定する第３のスケジュール設定手段を、さらに備え、
　前記第２の撮像制御手段は、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記第３のスケジュール設定手段により設定された第２のサイズまで前記動画エリア
のサイズを変更させながら、前記部分動画像を撮像させる
　ようにしてもよい。
【０００８】
　前記動画エリア設定手段は、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の複数の領域を、複数の動画エリアと
して設定し、
　前記第１のスケジュール設定手段は、
　前記撮像手段が、前記複数の動画エリアによりそれぞれ規定される複数の撮影範囲にお
ける動画像を撮像するタイミングをそれぞれ設定し、
　前記第２の撮像制御手段は、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記複数の動画エリアにより規定される複数の撮影範囲における動画像を、複数の前
記部分動画像としてそれぞれ撮像させる
　ようにしてもよい。
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【０００９】
　本発明の第二の観点に係るプログラムは、
　静止画像と動画像とを撮像する撮像手段と、前記撮像手段により撮像された画像を表示
するモニタ画面と、を備える撮像装置のコンピュータを、
　ユーザの操作に基づき、前記モニタ画面内の任意の領域を、前記動画像の撮影範囲を規
定する動画エリアとして設定する動画エリア設定手段、
　前記撮像手段が動画像を撮像するタイミングを設定する第１のスケジュール設定手段、
　前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの所定の移動先の位置を設定する
第２のスケジュール設定手段と、
　前記撮像手段に、前記撮像手段の撮影範囲の全体において静止画像を撮像させる第１の
撮像制御手段、
　前記撮像手段に、前記第１のスケジュール設定手段により設定されたタイミングに従っ
て、前記動画エリア設定手段により設定された動画エリアの初期位置から前記第２のスケ
ジュール設定手段により設定された所定の移動先の位置まで前記動画エリアを移動させな
がら、前記動画エリアにより規定される撮影範囲における動画像を部分動画像として撮像
させる第２の撮像制御手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、撮影時のモニタ画面上において、ユーザが動画撮影したい部分に動画
エリアを任意に設定してことにより、全画面の静止画の中で前記設定された動画エリアに
対応した部分の動画撮影を行うことができる。
【００２７】
　これにより、静止画の中で動画を嵌め込んだユニークな画像データを簡単に得ることが
でき、また、部分的な動画撮影によりメモリ容量を節約して撮影時間を延ばすことができ
るなどの効果が奏せられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００２９】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態における撮像装置としてデジタルカメラを例にした場合
の外観構成を示すものであり、図１（Ａ）が主に前面の、図１（Ｂ）が主に背面の構成を
示す斜視図である。
【００３０】
　このデジタルカメラ１は、略矩形の薄板状ボディの前面に、撮影レンズ２、セルフタイ
マランプ３、光学ファインダ窓４、マイクロホン部５、ストロボ発光部６、及びラバーグ
リップ７を配設し、上面の（ユーザにとって）右端側には電源キー８及びシャッタキー９
を配する。
【００３１】
　ラバーグリップ７は、ユーザが撮影時にデジタルカメラ１を右手で筐体右側面側から把
持した場合に右手中指、薬指、及び小指が確実に該筐体を把持できるように配設されたゴ
ム製の帯状突起である。
【００３２】
　また、電源キー８は、電源のオン／オフ毎に操作するためのキーである。シャッタキー
９は、撮影タイミングを指示するためのキーである。
【００３３】
　また、デジタルカメラ１の背面には、モードスイッチ（ＳＷ）１０、スピーカ部１１、
メニューキー１２、十字キー１３、セットキー１４、光学ファインダ１５、ストロボチャ
ージランプ１６、及び表示部１７を配する。
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【００３４】
　モードスイッチ１０は、例えばスライドキースイッチにより構成され、基本モードであ
る記録モード「Ｒ」と再生モード「Ｐ」を切り換えるためのものである。前記記録モード
「Ｒ」には、静止画モード「Ｒ１」、動画モード「Ｒ２」、部分動画モード「Ｒ３」が含
まれる。静止画モード「Ｒ１」は静止画の撮影を行うためのモード、動画モード「Ｒ１」
は動画の撮影を行うためのモードであり、通常の撮影用のものである。これに対し、部分
動画モード「Ｒ３」は静止画の一部を動画撮影するためのモードであって、特殊撮影用と
して用いられる。以下の説明では、この部分動画モード「Ｒ３」により特殊撮影を行う場
合が主となる。
【００３５】
　前記シャッタキー９は、これらのモード「Ｒ１」、「Ｒ２」、「Ｒ３」に共通に使用さ
れる。すなわち、静止画モード「Ｒ１」では、シャッタキー９が押下されたときのタイミ
ングで静止画の撮影が行われる。動画モード「Ｒ２」では、シャッタキー９が押下された
ときのタイミングで動画の撮影が開始され、シャッタキー９が再度押下されたときにその
動画の撮影が終了する。部分動画モード「Ｒ３」では、シャッタキー９が押下されたとき
のタイミングで、まず、静止画の撮影が行われた後、動画撮影が開始される。そして、シ
ャッタキー９が再度押下されたときに、そのときの動画撮影が終了する。
【００３６】
　メニューキー１２は、各種メニュー項目等を選択させる際に操作する。十字キー１３は
、上下左右各方向へのカーソル移動用のキーが一体に形成されたものであり、表示されて
いるメニュー項目等を移動させる際に操作する。セットキー１４は、前記十字キー１３の
中心位置に配置され、その時点で選択されているメニュー項目内容等を設定するために操
作する。
【００３７】
　ストロボチャージランプ１６は、光学ファインダ１５に近接して配設されたＬＥＤラン
プでなり、このデジタルカメラ１のユーザが光学ファインダ１５を覗いている場合と表示
部１７を見ている場合のいずれであってもストロボのチャージ状態等をユーザに視認させ
る。
【００３８】
　表示部１７は、バックライト付きのカラー液晶パネルで構成されるもので、撮影時には
電子ファインダとしてスルー画像のモニタ表示を行う一方で、再生時には再生対象として
選択された画像等を表示する。
【００３９】
　なお、図示はしないがデジタルカメラ１の底面には、記録媒体として用いられるメモリ
カードを着脱するためのメモリカードスロットや、外部のパーソナルコンピュータ等と接
続するためのシリアルインタフェースコネクタとして、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）コネクタ等が設けられる。
【００４０】
　図２はデジタルカメラ１の電子回路構成を示すブロック図である。
【００４１】
　このデジタルカメラ１には、前記撮影レンズ２を構成するレンズ光学系２２がモータ２
１の駆動により光軸方向に所定の範囲内で移動可能に設けられており、その光軸後方に撮
像素子であるＣＣＤ２３が配設されている。このＣＣＤ２３は、撮影レンズ２を通過する
光を受光し、その受光量に応じた画像データを取得する。
【００４２】
　基本モードである記録モード時において、ＣＣＤ２３がタイミング発生器（ＴＧ）２４
、垂直ドライバ２５によって走査駆動され、一定周期毎に結像した光像に対応する光電変
換出力を１画面分出力する。
【００４３】
　このＣＣＤ２３の光電変換出力は、アナログ値の信号の状態でＲＧＢの各原色成分毎に
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適宜ゲイン調整された後に、サンプルホールド回路２６でサンプルホールドされ、Ａ／Ｄ
変換器２７でデジタルデータに変換される。そして、カラープロセス回路２８において、
画素補間処理及びγ補正処理を含むカラープロセス処理が行われて、デジタル値の輝度信
号Ｙ及び色差信号Ｃｂ，Ｃｒが生成され、ＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）コントローラ２９に出力される。
【００４４】
　ＤＭＡコントローラ２９は、カラープロセス回路２８の出力する輝度信号Ｙ及び色差信
号Ｃｂ，Ｃｒを、同じくカラープロセス回路２８からの複合同期信号、メモリ書込みイネ
ーブル信号、及びクロック信号を用いて一度ＤＭＡコントローラ２９内部のバッファに書
込み、ＤＲＡＭインタフェース（Ｉ／Ｆ）３０を介してバッファメモリとして使用される
ＤＲＡＭ３１にＤＭＡ転送を行う。
【００４５】
　制御部３２は、ＣＰＵと、このＣＰＵで実行される動作プログラムを記憶したＲＯＭ、
及びワークメモリとして使用されるＲＡＭなどを含むマイクロコンピュータにより構成さ
れる。この制御部３２は、デジタルカメラ１全体の制御動作を司り、前記輝度及び色差信
号のＤＲＡＭ３１へのＤＭＡ転送終了後に、この輝度及び色差信号をＤＲＡＭインタフェ
ース３０を介してＤＲＡＭ３１より読出し、ＶＲＡＭコントローラ３３を介してＶＲＡＭ
３４に書込む。
【００４６】
　デジタルビデオエンコーダ３５は、前記輝度及び色差信号をＶＲＡＭコントローラ３３
を介してＶＲＡＭ３４より定期的に読出し、これらのデータを元にビデオ信号を発生して
表示部１７に出力する。
【００４７】
　この表示部１７は、上述した如く撮影時にはモニタ表示部（電子ファインダ）として機
能するもので、デジタルビデオエンコーダ３５からのビデオ信号に基づいた表示を行うこ
とで、その時点でＶＲＡＭコントローラ３３から取込んでいる画像情報に基づく画像をリ
アルタイムに表示することとなる。
【００４８】
　このように、表示部１７にその時点での画像がモニタ画像としてリアルタイムに表示さ
れている状態で、例えば静止画撮影を行いたいタイミングでシャッタキー９を押下操作す
ると、トリガ信号が発生する。
【００４９】
　制御部３２は、このトリガ信号に応じて、その時点でＣＣＤ２３から取込んでいる１画
面分の輝度及び色差信号のＤＲＡＭ３１へのＤＭＡ転送の終了後、直ちにＣＣＤ２３から
のＤＲＡＭ３１への経路を停止し、記録保存の状態に遷移する。
【００５０】
　この記録保存の状態では、制御部３２がＤＲＡＭ３１に書込まれている１フレーム分の
輝度及び色差信号をＤＲＡＭインタフェース３０を介してＹ，Ｃｂ，Ｃｒの各コンポーネ
ント毎に縦８画素×横８画素の基本ブロックと呼称される単位で読み出して、画像処理部
３７の内部に存在するＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ　ｃｏｄｉｎｇ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）処理ブロックに書込み、この画像処理部３７でＡＤＣＴ（Ａ
ｄａｐｔｉｖｅ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ：適応離散コサ
イン変換）、エントロピ符号化方式であるハフマン符号化等の処理によりデータ圧縮する
。
【００５１】
　そして、得た符号データを１画像のデータファイルとして該画像処理部３７から読出し
て記録用のメモリ３８に書き込む。このメモリ３８としては、予め本体に内蔵されたメモ
リの他に、記録媒体として着脱自在に装着されるメモリカードなどを含む。１フレーム分
の輝度及び色差信号の圧縮処理及びメモリ３８への全圧縮データの書込み終了に伴なって
、制御部３２はＣＣＤ２３からＤＲＡＭ３１への経路を再び起動する。
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【００５２】
　また、制御部３２には、さらにＵＳＢインタフェース（Ｉ／Ｆ）３９、ストロボ駆動部
４０が接続される。
【００５３】
　ＵＳＢインタフェース３９は、ＵＳＢコネクタを介して有線接続されるパーソナルコン
ピュータ等の他の情報端末装置との間で画像データその他の送受を行う場合の通信制御を
行う。ストロボ駆動部４０は、撮影時時図示せぬストロボ用の大容量コンデンサを充電し
た上で、制御部３２からの制御に基づいて前記ストロボ発光部６を閃光駆動する。
【００５４】
　なお、前記キー入力部３６は、上述したシャッタキー９の他に、前記電源キー８、モー
ドスイッチ１０、メニューキー１２、十字キー１３及びセットキー１４等から構成され、
それらのキー操作に伴なう信号は直接制御部３２へ送出される。
【００５５】
　また、静止画像ではなく動画像の撮影時においては、シャッタキー９が押下操作された
ときに、上述した画像処理部３７の内部に存在する動画処理ブロックで、ＭＰＥＧ（Ｍｏ
ｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）やｍｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧなど
の手法により撮影動画をデータ圧縮し、この撮影動画データをメモリ３８へ記録する。そ
して、再度シャッタキー９が操作されると、動画データの記録を終了する。
【００５６】
　一方、基本モードである再生モード時には、制御部３２がメモリ３８に記録されている
画像データを選択的に読出し、画像処理部３７で記録モード時にデータ圧縮した手順と全
く逆の手順で圧縮されている画像データを伸長する。そして、この伸長した画像データを
ＤＲＡＭインタフェース３０を介してＤＲＡＭ３１に保持させた上で、このＤＲＡＭ３１
の保持内容をＶＲＡＭコントローラ３３を介してＶＲＡＭ３４に記憶させ、このＶＲＡＭ
３４より定期的に画像データを読出してビデオ信号を発生し、表示部１７で再生出力させ
る。
【００５７】
　選択した画像データが静止画像ではなく動画像であった場合には、その選択した動画像
ファイルを構成するＭＰＥＧ動画データの再生を実行し、すべての動画像データの再生を
終了した時点で、例えば、次に再生の指示がなされるまで先頭に位置する静止画像データ
を表示するなどを行う。
【００５８】
　この他に、特に図示しないが、例えば携帯時の電源として用いられるバッテリとそのバ
ッテリの電圧供給制御部や、マイク５およびスピーカ１１に対する音声データの処理を行
うための音声処理部などが備えられている。
【００５９】
　次に、前記構成のデジタルカメラ１を用いて、上述した部分動画撮影を行う場合の動作
についてフローチャートを参照しながら説明する。なお、以下の各フローチャートで示さ
れる処理は、マイクロプロセッサである制御部３２がＲＯＭなどに記憶されたプログラム
を読み込むことにより実行される。
【００６０】
　図３は第１の実施形態におけるデジタルカメラ１の撮影時の処理動作を示すフローチャ
ートである。
【００６１】
　まず、ユーザは図１に示すモードスイッチ１０を操作してモード選択を行う（ステップ
Ａ１１）。このモードスイッチ１０によって選択可能なモードとして、記録モード「Ｒ」
と再生モード「Ｐ」があり、さらに、前記記録モード「Ｒ」には静止画モード「Ｒ１」、
動画モード「Ｒ２」、部分動画モード「Ｒ３」がある。
【００６２】
　ここで、特殊撮影用の部分動画モード「Ｒ３」が選択されると（ステップＡ１２のＹｅ
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ｓ）、図４に示すように、撮影時に電子ファインダとして機能する表示部１７の画面（モ
ニタ画面）上に動画エリア設定用のカーソル４１が表示される（ステップＡ１３）。ユー
ザは、このカーソル４１を例えば十字キー１３の操作により移動させて、同モニタ画面上
に動画エリア４２を任意に設定する（ステップＡ１４）。
【００６３】
　この動画エリア４２は、動画を撮影する範囲を示している。すなわち、表示部１７の画
面全体を静止画エリアとし、その静止画エリアの中の一部を動画エリア４２としている。
なお、この動画エリア４２の設定方法としては、カーソル操作による方法の他に、例えば
表示部１７をタッチパネルで構成することで、画面に直接触れて設定するような方法であ
っても良い。
【００６４】
　また、この動画エリア４２の形状についても特に限定されるものではなく、ユーザが任
意の形を指定できるものとする。以下では、説明を簡単にするため、図４に示すような矩
形状の動画エリア４２を想定する。
【００６５】
　前記モニタ画面上に動画エリア４２が設定された状態で、シャッタキー９の押下操作に
より撮影指示がなれると（ステップＡ１５のＹｅｓ）、まず、ＣＣＤ２３の全撮影エリア
を通じて静止画の撮影が行われ、そのときに得られた静止画の画像データが所定の圧縮方
式により圧縮されてメモリ３８に記録される（ステップＡ１６）。
【００６６】
　この静止画の記録は１枚分だけである。続いて、ＣＣＤ２３の当該静止画の中の前記設
定された動画エリア４２に対応した部分を通じて部分動画の撮影が開始される。このとき
に得られた動画の画像データは所定の圧縮方式により圧縮された後、前記静止画の画像デ
ータと関連付けられて記録される（ステップＡ１７）。この動画撮影は、シャッタキー９
が再度押下されるまでの間、継続的に行われ、その間に得られた画像データがメモリ３８
に記録される。
【００６７】
　そして、シャッタキー９が押下されて撮影の終了指示がなされると（ステップＡ１８の
Ｙｅｓ）、ここでの撮影動作が終了する。
【００６８】
　図５に上述した撮影処理によって得られる静止画の画像データと動画の画像データの構
成を示す。
【００６９】
　上述したように、部分動画モード「Ｒ３」が設定された状態では、１回の撮影操作によ
り全画面の静止画データとその静止画の一部を動画撮影した動画データが同時に得られる
。その際、全画面の静止画データには、部分動画付きであることを示すフラグ情報「Ｆ」
が付加される。一方、動画データには、動画エリア４２の位置データが付加される。図４
の例では、動画エリア４２の点Ｐ１、Ｐ２のＸＹ座標値が位置データとして付加されるこ
とになる。
【００７０】
　また、これらの静止画データと動画データには、それぞれに共通のＩＤ（識別情報）が
付加されて互いに関連付けられてメモリ３８に記録される。
【００７１】
　ここで、撮影時の様子を具体例を挙げて説明する。
【００７２】
　図６はデジタルカメラ１の撮影時のモニタ画面の状態を示す図であり、図６（ａ）は静
止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）は動画撮影時の表示状態を示している。
【００７３】
　静止画の撮影時には、図６（ａ）に示すように、表示部１７の画面全体が撮影対象とな
る。その際、現在設定されている動画エリア４２を例えば点線枠などの特定の表示形態に
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て表示するようにしても良い。この状態で、シャッタキー９を押下操作すると、その時点
で表示されている画像が静止画の画像データとして取り込まれてメモリ３８に記録される
。
【００７４】
　静止画の撮影後、直ちに動画撮影に自動的に切り替わる。動画の撮影時には、図６（ｂ
）に示すように、動画エリア４２内の表示部分だけが撮影対象となり、その部分の画像が
動画の画像データとして順次取り込まれてメモリ３８に記録される。この場合、上述した
ように静止画データと同じＩＤが付加されてメモリ３８に記録されることで、両者のデー
タが関連付けられる。
【００７５】
　なお、図６（ｂ）において、部分動画を撮影する際に、その撮影対象となる動画エリア
４２以外の部分（斜線で示した部分）の表示に関して特に限定されるものではないが、例
えばブルーバックのような特定の背景パターンを表示したり、直前に撮影した静止画像を
表示したり、撮影中のスルー画像を半透明で表示するなどしても良い。
【００７６】
　次に、再生時の処理動作について説明する。
【００７７】
　図７は第１の実施形態におけるデジタルカメラ１の再生時の処理動作を示すフローチャ
ートである。
【００７８】
　ユーザが図１に示すモードスイッチ１０の操作により再生モード「Ｐ」を選択した後（
ステップＢ１１）、十字キー１３の操作により静止画の表示を指示すると（ステップＢ１
２）、メモリ３８に現在記録されている静止画の画像データが読み出されて、その静止画
データが表示部１７に再生表示される（ステップＢ１３）。その際、複数枚の静止画がメ
モリ３８に記録されていれば、十字キー１３の操作に伴い、これらが順に読み出されて表
示部１７に表示されることになる。
【００７９】
　ここで、表示部１７に静止画データが表示される毎に、当該静止画に部分動画が付加さ
れているか否かが判断される（ステップＢ１４）。この判断は、図５に示すように、静止
画データにフラグ情報が付加されているか否かによって行う。フラグ情報が付加されてい
れば、部分動画ありと判断される（ステップＢ１４のＹｅｓ）。
【００８０】
　そして、当該静止画が一定時間Ｔ（例えば０．１秒）以上連続して表示されたときに（
ステップＢ１５のＹｅｓ）、部分動画の再生が選択されたものと判断されて、当該静止画
に関連した動画の画像データがメモリ３８から読み出されて再生表示される（ステップＢ
１６）。
【００８１】
　詳しく説明すると、まず、図５に示すように、静止画データのＩＤに基づいてメモリ３
８から同じＩＤを有する動画データが関連画像として読み出される。そして、その動画デ
ータに付加された位置データに基づいて表示位置が判断され、そこに動画データの再生表
示が行われる。図５の例では、前記位置データとしてＰ１とＰ２の２点の座標データが付
加されている。したがって、静止画の表示後、その中でＰ１とＰ２で定められる動画エリ
ア４２の位置に動画データが再生表示されることになる。
【００８２】
　なお、動画エリア４２以外の静止画部分については、そのまま表示した状態にしても良
いし、非表示とすることでも良い。このときの静止画部分を表示状態とするか非表示状態
とするのかは、例えばメニューキー１２の操作により表示される各種設定画面を用いて任
意に設定可能である。
【００８３】
　動画データの表示が終了すると（ステップＢ１７のＹｅｓ）、次の静止画データが表示
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される（ステップＢ１３）。そして、前記同様にして動画データが付加されていれば、一
定時間Ｔの経過後に動画データの表示が行われる（ステップＢ１４～Ｂ１７）。この場合
、前記一定時間Ｔが経過する前にユーザが次の表示指示を行えば、動画データの表示は行
われず、次の静止画データが表示されることになる。このＴの値は、固定値であっても良
いし、前記各種設定画面を用いて任意に設定できるようにしても良い。
【００８４】
　図示せぬ再生終了ボタン等の押下により再生終了の指示があると（ステップＢ１８のＹ
ｅｓ）、ここでの一連の再生処理が終了する。
【００８５】
　図８に上述した再生処理によって表示される静止画と動画との関係を示す。
【００８６】
　今、３枚の静止画ａ，ｂ，ｃがメモリ３８に記録されているものとする。所定の操作に
より、これらの静止画ａ，ｂ，ｃが表示部１７に順に再生表示される。ここで、静止画ｂ
が表示された際に、前記一定時間Ｔの経過後に、この静止画ｂに設定された動画エリア４
２に部分動画が再生表示される。
【００８７】
　この部分動画の再生後、次の静止画ｃの表示に移る。この場合、ユーザが静止画ｂの表
示時に前記一定時間Ｔの経過前に次の表示を指示すれば、前記部分動画は表示されずに、
次の静止画ｃが表示されることになる。
【００８８】
　以上のように本発明の第１の実施形態によれば、撮影時のモニタ画面上で動画撮影した
い部分に動画エリア４２を任意に設定しておくことにより、全画面の静止画の撮影後、前
記設定された動画エリアに対応した部分の動画撮影を行うことができる。
【００８９】
　これにより、例えば図６に示すように、部分的に動きのある被写体を撮影するような場
合に、静止画を背景とし、その中に前記動き部分を動画撮影した画像を嵌め込んだユニー
クな画像データを簡単に得ることができる。また、このような部分的な動画撮影により、
画面全体を常に動画撮影する場合に比べてメモリ容量を大場に削減でき、その結果、動画
の撮影時間を延ばすことができる。
【００９０】
　さらに、動画エリア４２は固定ではなく、その位置やサイズなどを含めて任意に設定す
ることができるので、撮影対象となる被写体の制約を受けることなく、その都度、動画撮
影を必要とする部分だけを任意に指定して、動画撮影することが可能である。
【００９１】
　なお、前記実施形態では、動画エリア４２を１つとしたが、複数の動画エリア４２を設
定するようにしも良い。この場合、各エリア毎に得られた動画データにそれぞれのエリア
の位置データが付加され、共通のＩＤにて静止画データと関連付けてメモリ３８に記録さ
れることになる。再生時には、静止画データの表示後、その静止画データに関連した各動
画データが前記ＩＤに従ってメモリ３８から読み出され、これらに付加された位置データ
に基づいて当該静止画中の所定の位置に再生表示されることになる。
【００９２】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００９３】
　第２の実施形態は、全画面の静止画の撮影後、動画エリアの動画撮影を行い、その動画
撮影終了後に再び静止画の撮影を行うようにしたことを特徴としている。
【００９４】
　図９は本発明の第２の実施形態におけるデジタルカメラ１の撮影時の処理動作を示すフ
ローチャートである。
【００９５】



(11) JP 4345515 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

　前記第１の実施形態（図３）と同様に、まず、図１に示すモードスイッチ１０の操作に
よりモード選択が行われる（ステップＣ１１）。そして、特殊撮影用の部分動画モード「
Ｒ３」が選択されると（ステップＣ１２のＹｅｓ）、図４に示すように、撮影時に電子フ
ァインダとして機能する表示部１７の画面（モニタ画面）上に動画エリア設定用のカーソ
ル４１が表示される（ステップＣ１３）。ユーザは、このカーソル４１を例えば十字キー
１３の操作により移動させて、同モニタ画面上に動画エリア４２を任意に設定する（ステ
ップＣ１４）。
【００９６】
　ここで、モニタ画面上に動画エリア４２が設定された状態で、シャッタキー９の押下操
作により撮影指示がなれると（ステップＣ１５のＹｅｓ）、まず、ＣＣＤ２３の全撮影エ
リアを通じて静止画の撮影が行われ、そのときに得られた静止画の画像データが所定の圧
縮方式により圧縮されてメモリ３８に記録される（ステップＣ１６）。
【００９７】
　この静止画の記録は１枚分だけである。続いて、ＣＣＤ２３の当該静止画の中の前記設
定された動画エリア４２に対応した部分を通じて部分動画の撮影が開始される。このとき
に得られた動画の画像データは所定の圧縮方式により圧縮された後、前記静止画の画像デ
ータと関連付けられて記録される（ステップＣ１７）。この動画撮影は、再度シャッタキ
ー９が押下されるまでの間、継続的に行われる。
【００９８】
　また、シャッタキー９が再度押下操作されて撮影の終了指示がなされると（ステップＣ
１８のＹｅｓ）、前記動画エリア４２内の動画撮影が終了する。その際、全画面の静止画
撮影が行われ、そのときに得られた静止画の画像データが所定の圧縮方式により圧縮され
てメモリ３８に記録された後に、ここでの全ての撮影動作が終了する（ステップＣ１９）
。
【００９９】
　ここで、撮影時の様子を具体例を挙げて説明する。
【０１００】
　図１０はデジタルカメラ１の再生時のモニタ画面の状態を示す図であり、図１０（ａ）
は１枚目の静止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）は動画撮影時の表示状態、同図（ｃ）は
２枚目の静止画撮影時の表示状態を示している。
【０１０１】
　静止画の撮影時には、図１０（ａ）に示すように、表示部１７の画面全体が撮影対象と
なり、シャッタキー９の押下操作に伴い、その時点で表示されている画像が１枚目の静止
画の画像データとして取り込まれてメモリ３８に記録される。
【０１０２】
　静止画の撮影後、直ちに動画撮影に自動的に切り替わる。動画の撮影時には、図１０（
ｂ）に示すように、動画エリア４２内の表示部分だけが撮影対象となり、その部分の画像
が動画の画像データとして順次取り込まれてメモリ３８に記録される。
【０１０３】
　さらに、動画撮影の終了後、図１０（ｃ）に示すように、その動画撮影後の状態が静止
画で撮影され、そのときに得られた画像データが２枚目の静止画の画像データとして取り
込まれる。これらの画像データは、図５で説明したように、共通のＩＤによって互いに関
連付けられてメモリ３８に記録される。
【０１０４】
　なお、図１０（ｂ）において、部分動画を撮影する際に、前記図６（ｂ）の場合と同様
に、撮影対象となる動画エリア４２以外の部分（斜線で示した部分）の表示に関して、例
えばブルーバックのような特定の背景パターンや直前に撮影した静止画像を表示したり、
撮影中のスルー画像を半透明で表示するなどしても良い。
【０１０５】
　次に、再生時の処理動作について説明する。
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【０１０６】
　図１１は第２の実施形態におけるデジタルカメラ１の再生時の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【０１０７】
　前記第１の実施形態（図９）と同様に、ユーザが図１に示すモードスイッチ１０の操作
により再生モード「Ｐ」を選択した後（ステップＤ１１）、十字キー１３の操作により静
止画の表示を指示すると（ステップＤ１２）、メモリ３８に現在記録されている静止画の
画像データが読み出されて、その静止画データが表示部１７に再生表示される（ステップ
Ｄ１３）。その際、複数枚の静止画がメモリ３８に記録されていれば、十字キー１３の操
作に伴い、これらが順に読み出されて表示部１７に表示されることになる。
【０１０８】
　ここで、表示部１７に静止画データが表示される毎に、当該静止画に部分動画が付加さ
れているか否かが判断される（ステップＤ１４）。この判断は、図５に示すように、静止
画データにフラグ情報が付加されているか否かによって行う。フラグ情報が付加されてい
れば、部分動画ありと判断される（ステップＤ１４のＹｅｓ）。そして、一定時間Ｔが経
過したときに（ステップＤ１５のＹｅｓ）、当該静止画に関連した動画の画像データがメ
モリ３８から読み出されて再生表示される（ステップＤ１６）。
【０１０９】
　詳しくは、静止画データのＩＤに基づいてメモリ３８から同じＩＤを有する動画データ
が読み出される。そして、その動画データに付加された位置データに基づいて表示位置が
判断され、そこに動画データが再生表示される。
【０１１０】
　ここで、動画データの再生終了後に、この動画データに関連した２枚目の静止画データ
が前記ＩＤに基づいてメモリ３８から検索され、その静止画データが再生表示される（ス
テップＤ１８）。前記２枚目の静止画データとは、部分動画の撮影後に撮影された画面全
体の静止画データである。
【０１１１】
　以下同様にして、再生終了の指示があるまで（ステップＤ１９のＹｅｓ）、各静止画デ
ータが順次表示され（ステップＤ１３）、動画データが付加されていれば、一定時間Ｔの
経過後に動画データの表示と２枚目の静止画データの表示が行われる（ステップＤ１４～
Ｄ１８）。この場合、前記一定時間Ｔが経過する前にユーザが次の表示指示を行えば、動
画データの表示は行われず、次の静止画データが表示されることになる。
【０１１２】
　図１２に上述した再生処理によって表示される静止画と動画との関係を示す。
【０１１３】
　今、４枚の静止画ａ，ｂ１，ｂ２，ｃがメモリ３８に記録されているものとする。この
うち、静止画ｂ１とｂ２は部分動画の１枚目と２枚目として関連付けられているものとす
ると、所定の操作により１枚目の静止画ｂ１が表示された際に、前記一定時間Ｔの経過後
に、この静止画ｂ１の動画エリア４２に部分動画が再生表示される。そして、この部分動
画の再生後、２枚目の静止画ｂ２が表示される。
【０１１４】
　この場合、ユーザが静止画ｂ１の表示時に前記一定時間Ｔの経過前に次の表示を指示す
れば、前記部分動画は表示されずに、次の静止画ｃが表示されることになる。
【０１１５】
　以上のように本発明の第２の実施形態によれば、静止画の一部を動画撮影すると共に、
最後に全体の静止画を撮影するようにしたことで、動画撮影中にその撮影対象外の部分（
動画エリア４２以外の部分）で変化があった場合に、その変化状況を２枚目の静止画で確
認することができる。
【０１１６】
　なお、前記第１の実施形態と同様に、動画エリア４２は１つに限らず、複数設定可能で
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あり、各エリアに対応した動画撮影を行った後、全体の静止画を撮影するようにしても良
い。
【０１１７】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１１８】
　第３の実施形態では、静止画の撮影後にその静止画の一部を動画撮影する場合において
、この動画撮影のタイミングを任意に設定可能とするものである。
【０１１９】
　具体的には、動画エリア４２を設定した際に、その動画エリア４２に対する撮影タイミ
ング（撮影開始時間と撮影時間）を任意にスケジュール設定する。この場合、動画エリア
４２が複数設定されていれば、これらのエリエ毎にそれぞれの撮影タイミングを任意に設
定可能とする。
【０１２０】
　各エリアの撮影タイミングを示すスケジュールデータは、例えば制御部３２内に設けら
れたスケジュール記憶部３２ａに記憶される。そして、このスケジュール記憶部３２ａに
記憶されたスケジュールデータに基づいて各エリアに対する動画の撮影動作が制御される
。
【０１２１】
　以下に、その処理動作について説明する。
【０１２２】
　図１３は本発明の第３の実施形態におけるデジタルカメラ１の撮影時の処理動作を示す
フローチャートである。
【０１２３】
　前記第１の実施形態（図３）と同様に、まず、図１に示すモードスイッチ１０の操作に
よりモード選択が行われる（ステップＥ１１）。そして、特殊撮影用の部分動画モード「
Ｒ３」が選択されると（ステップＥ１２のＹｅｓ）、図４に示すように、撮影時に電子フ
ァインダとして機能する表示部１７の画面（モニタ画面）上に動画エリア設定用のカーソ
ル４１が表示される（ステップＥ１３）。ユーザは、このカーソル４１を例えば十字キー
１３の操作により移動させて、同モニタ画面上に動画エリア４２を任意に設定する（ステ
ップＥ１４）。
【０１２４】
　今、図１４に示すように、モニタ画面上で２つの動画エリア４２ａ（Ａエリア）、動画
エリア４２ｂ（Ｂエリア）が設定されたものとして説明する。
【０１２５】
　第３の実施形態では、動画エリア設定後、例えば図１５に示すようなスケジュール設定
画面５１が自動的あるいはメニューキー１２の操作に伴って表示部１７に表示される。こ
のスケジュール設定画面５１には、前記設定された動画エリア４２ａ、４２ｂに対応した
スケジュールバー５２ａ、５２ｂが設けられており、このスケジュールバー５２ａ、５２
ｂ上で時間軸５３ａ、５３ｂを移動させるなどして、それぞれの撮影タイミング（撮影開
始時間と撮影時間）を設定するように構成されている。
【０１２６】
　このスケジュール設定画面５１で設定された動画エリア４２ａ、４２ｂに対する撮影タ
イミングを示すスケジュールデータは、制御部３２内のスケジュール記憶部３２ａに記憶
される（ステップＥ１５）。
【０１２７】
　このようにして、モニタ画面上に動画エリア４２ａ、４２ｂが設定されると共に、これ
らの動画エリア４２ａ、４２ｂに対する撮影タイミングのスケジュール設定がなされた状
態で、シャッタキー９の押下操作により撮影指示がなれると（ステップＥ１６のＹｅｓ）
、まず、ＣＣＤ２３の全撮影エリアを通じて静止画の撮影が行われ、そのときに得られた
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静止画の画像データが所定の圧縮方式により圧縮されてメモリ３８に記録される（ステッ
プＥ１７）。
【０１２８】
　この静止画の記録は１枚分だけである。続いて、ＣＣＤ２３の当該静止画の中の前記設
定された動画エリア４２ａ、４２ｂに対応した部分を通じて部分動画の撮影が開始される
。その際、制御部３２のスケジュール記憶部３２ａに記憶されたスケジュールデータに従
って前記動画エリア４２ａ、４２ｂに対する動画撮影が指定の順で行われる（ステップＥ
１８）。前記動画エリア４２ａ、４２ｂ毎に得られた動画の画像データは所定の圧縮方式
により圧縮された後、前記静止画の画像データと関連付けられてメモリ３８に記録される
。
【０１２９】
　そして、所定時間分の動画撮影が終了するか、あるいは、シャッタキー９が再度押下操
作されて撮影の終了指示がなされると（ステップＥ１９のＹｅｓ）、ここでの撮影動作が
終了する。
【０１３０】
　上述した撮影処理について具体例を挙げて説明する。
【０１３１】
　図１６は動画エリア４２ａ、４２ｂに対する撮影タイミングのスケジュール設定例を示
す図である。上述したように、動画エリア４２ａ、４２ｂを設定した後に、これらに対す
る撮影タイミングを個々に設定することができる。図１６の例では、シャッタキー９の押
下により全画面の静止画の撮影後、ｔ１（Ａ）時間経過したら動画エリア４２ａ（Ａエリ
ア）の部分動画をｔ２（Ａ）時間だけ撮影し、動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）についても
、静止画の撮影後にｔ１（Ｂ）時間経過したらｔ２（Ｂ）時間だけ撮影することが設定さ
れている。
【０１３２】
　ここで、ｔ１（Ａ）よりもｔ１（Ｂ）の方が時間的に早ければ、静止画の撮影後に、ま
ず、動画エリア４２ａ（Ａエリア）の部分動画が撮影され、続いて、動画エリア４２ｂ（
Ｂエリア）の部分動画が撮影されることになる。また、ｔ２（Ａ）よりもｔ２（Ｂ）の方
が時間的に早ければ、動画エリア４２ａ（Ａエリア）の撮影後、ｔ２（Ｂ）時間が経過す
るまでの間、動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）だけの撮影が続く。
【０１３３】
　なお、図１６の例では、動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）の撮影がｔ２（Ｂ）時間行われ
た後、ここでの部分画像の撮影が自動的に終了することになるが、最終的な撮影終了の指
示をシャッタキー９の押下によって明示的に行うことでも良い（図１３のステップＥ１９
参照）。
【０１３４】
　図１７に上述したデジタルカメラ１の撮影処理によって得られる静止画の画像データと
動画の画像データの構成を示す。
【０１３５】
　動画エリア４２ａ、４２ｂの撮影タイミングがスケジュール設定されている場合には、
全画面の静止撮影後、動画エリア４２ａ、４２ｂに対する動画撮影がスケジュールデータ
に従って行われる。その際、全画面の静止画データには、部分動画付きであることを示す
フラグ情報「Ｆ」が付加される。
【０１３６】
　一方、動画エリア４２ａ、４２ｂに対応した各動画データには、それぞれのエリアの位
置データが付加される。図１４の例では、動画エリア４２ａ（Ａエリア）に対応した動画
データには点Ｐ１、Ｐ２のＸＹ座標値が位置データとして付加され、動画エリア４２ｂ（
Ｂエリア）に対応した動画データには点Ｐ３、Ｐ４のＸＹ座標値が位置データとして付加
されることになる。
【０１３７】
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　また、これらの動画データには、スケジュールデータに含まれている撮影開始時間「ｔ
１（Ａ）」、「ｔ１（Ｂ）」がそれぞれ付加される。動画エリア４２ａ（Ａエリア）に対
応した動画データは、撮影時間ｔ２（Ａ）分の連続したフレーム画像からなる。動画エリ
ア４２ｂ（Ｂエリア）に対応した動画データは、撮影時間ｔ２（Ｂ）分の連続したフレー
ム画像からなる。
【０１３８】
　また、これらの静止画データと各エリア毎の動画像データには、それぞれに共通のＩＤ
（識別情報）が付加されて互いに関連付けられてメモリ３８に記録される。
【０１３９】
　ここで、撮影時の様子を具体例を挙げて説明する。
【０１４０】
　図１８は撮影時におけるデジタルカメラ１のモニタ画面の状態を示す図であり、図１８
（ａ）は静止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）乃至（ｄ）はスケジュールデータに従って
切り替わる動画撮影時の表示状態を示している。
【０１４１】
　静止画の撮影時には、図１８（ａ）に示すように、表示部１７の画面全体が撮影対象と
なる。その際、現在設定されている動画エリア４２ａ、４２ｂを例えば点線枠などの特定
の表示形態にて表示するようにしても良い。この状態で、シャッタキー９を押下操作する
と、その時点で表示されている画像が静止画の画像データとして取り込まれてメモリ３８
に記録される。
【０１４２】
　静止画の撮影後、スケジュールデータに従って動画撮影が行われる。ここでは、まず、
ｔ１（Ａ）時間後に、図１８（ｂ）に示すように、動画エリア４２ａ（Ａエリア）に対す
る動画撮影がｔ２（Ａ）時間行われ、その間の動画の画像データが順次取り込まれてメモ
リ３８に記録される。
【０１４３】
　また、動画エリア４２ａ（Ａエリア）と別に、静止画の撮影後からｔ１（Ｂ）時間経過
すると、図１８（ｃ）に示すように、動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）に対する動画撮影が
ｔ２（Ｂ）時間行われ、その間の動画の画像データが順次取り込まれてメモリ３８に記録
される。これらの動画データには、それぞれ静止画データと同じＩＤが付加されてメモリ
３８に記録される。
【０１４４】
　また、前記ｔ２（Ａ）時間結果すると、動画エリア４２ａ（Ａエリア）の動画撮影が終
了し、図１８（ｄ）に示すように、動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）だけの動画撮影が行わ
れる。そして、ｔ２（Ｂ）時間経過すると、この動画エリア４２ｂ（Ｂエリア）の動画撮
影も終了する。
【０１４５】
　なお、図１８（ｂ）～（ｄ）において、部分動画を撮影する際に、前記図６（ｂ）の場
合と同様に、撮影対象となる動画エリア４２ａ、４２ｂ以外の部分（斜線で示した部分）
の表示に関して、例えばブルーバックのような特定の背景パターンや直前に撮影した静止
画像を表示したり、撮影中のスルー画像を半透明で表示するなどしても良い。
【０１４６】
　次に、再生時の処理動作について説明する。
【０１４７】
　図１９は第３の実施形態におけるデジタルカメラ１の再生時の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【０１４８】
　ユーザが図１に示すモードスイッチ１０の操作により再生モード「Ｐ」を選択した後（
ステップＦ１１）、十字キー１３の操作により静止画の表示を指示すると（ステップＦ１
２）、メモリ３８に現在記録されている静止画の画像データが読み出されて、その静止画
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データが表示部１７に再生表示される（ステップＦ１３）。その際、複数枚の静止画がメ
モリ３８に記録されていれば、十字キー１３の操作に伴い、これらが順に読み出されて表
示部１７に表示されることになる。
【０１４９】
　ここで、表示部１７に静止画データが表示される毎に、当該静止画に部分動画が付加さ
れているか否かが判断される（ステップＦ１４）。この判断は、図１７に示すように、静
止画データにフラグ情報が付加されているか否かによって行う。フラグ情報が付加されて
いれば、部分動画ありと判断される（ステップＦ１４のＹｅｓ）。
【０１５０】
　そして、当該静止画が一定時間Ｔ（例えば０．１秒）以上連続して表示されたときに（
ステップＦ１５のＹｅｓ）、部分動画の再生が選択されたものと判断されて、該静止画に
関連した動画データがメモリ３８から読み出され、スケジュール設定された時間に従って
再生表示される（ステップＦ１６）。
【０１５１】
　詳しくは、静止画データのＩＤに基づいてメモリ３８から同じＩＤを有する動画データ
が読み出される。そして、その動画データに付加された位置データに基づいて表示位置が
判断され、そこに動画データが再生表示される。
【０１５２】
　その際、再生表示のタイミングは、当該動画データに付加された撮影開始時間データに
基づいて判断される。すなわち、図１７の例で言えば、静止画の表示後、ｔ１（Ａ）時間
経過したら動画エリア４２ａ（Ａエリア）の動画データがＰ１－Ｐ２で示される位置にそ
の撮影時間ｔ２（Ａ）分表示されることになる。また、ｔ１（Ｂ）時間経過したら動画エ
リア４２ｂ（Ｂエリア）の動画データがＰ３－Ｐ４で示される位置にその撮影時間ｔ２（
Ｂ）分表示されることになる。
【０１５３】
　なお、前記第１の実施形態と同様に、動画エリア４２ａ、４２ｂ以外の静止画部分につ
いては、そのまま表示した状態にしても良いし、非表示とすることでも良い。このときの
静止画部分を表示状態とするか非表示状態とするのかは、例えばメニューキー１２の操作
により表示される各種設定画面を用いて任意に設定可能である。
【０１５４】
　動画データの表示が終了すると（ステップＦ１７のＹｅｓ）、次の静止画データが表示
される（ステップＦ１３）。そして、前記同様にして動画データが付加されていれば、一
定時間Ｔの経過後に動画データの表示が行われる（ステップＦ１４～Ｆ１７）。この場合
、前記一定時間Ｔが経過する前にユーザが次の表示指示を行えば、動画データの表示は行
われず、次の静止画データが表示されることになる。このＴの値は、固定値であっても良
いし、前記各種設定画面を用いて任意に設定できるようにしても良い。
【０１５５】
　以上のように本発明の第３の実施形態によれば、動画撮影部分をスケジュール設定して
おくことにより、図１８の例のように、予め動きの分かっている部分を指定の時間で自動
的に動画撮影することができる。
【０１５６】
　なお、前記第３の実施形態では、動画エリアに対するスケジュール設定として、撮影開
始時間と撮影時間を設定するものとして説明したが、動画エリアの移動や、動画エリアの
サイズ変更などを含めて設定するようにしても良い。
【０１５７】
　スケジュールデータとしてエリア移動を含める場合には、上述した撮影開始時間と撮影
時間の設定に加えて、所定の操作により動画エリア４２の移動先を設定しておくことにな
る。これにより、図２０に示すように、動画撮影時に動画エリア４２が前記設定された移
動先に向けて移動する。この間、動画撮影が行われており、そのときに得られる動画デー
タが静止画データと関連付けられてメモリ３８に記録される。
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【０１５８】
　なお、動画エリア４２の移動方法としては、例えば動画エリア４２を現在位置から所定
の時間間隔で前記設定された移動先に向けて段階的に移動させるなどの方法がある。
【０１５９】
　また、スケジュールデータとしてエリアサイズの変更を含める場合にも同様であり、上
述した撮影開始時間と撮影時間の設定に加えて、所定の操作により動画エリア４２の変更
サイズを設定しておくことになる。これにより、図２１に示すように、動画撮影時に動画
エリア４２のサイズが現在のサイズから前記設定されたサイズに変更される。この間、動
画撮影が行われており、そのときに得られる動画データが静止画データと関連付けられて
メモリ３８に記録される。
【０１６０】
　なお、動画エリア４２のサイズ変更方法としては、例えば動画エリア４２の現在のサイ
ズを所定の時間間隔で前記設定されたサイズに段階的に変更するなどの方法がある。
【０１６１】
　また、別の設定方法として、図２２に示すように、静止画撮影→部分動画撮影といった
ように、静止画と部分動画の撮影を一定時間間隔で行うように設定しておくことでも良い
。再生時には、最初に撮影された静止画が表示された後、その一部が動画表示される。そ
して、この動画表示が終了すると、次の静止画が表示され、その一部が動画表示されると
いったように、撮影時と同じ繰り返して再生が連続して行われる。
【０１６２】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
【０１６３】
　前記第１乃至第３の実施形態では、ユーザ自身が動画撮影を必要とする部分、つまり、
動きのある部分に動画エリアを設定する必要があったが、第４の実施形態では、動きのあ
る部分を検出して、その部分に動画エリアを自動設定して動画撮影を行うようにしている
。
【０１６４】
　具体的には、図２３（ａ）に示すように、表示部１７の画面上でカーソル４１の操作に
より動画エリア４１の形と大きさを設定しておくと共に、所定の操作により同画面上にウ
インドウ表示される動き量設定画面６１で動体６２の動き量δを設定しておく。これによ
り、全画面の静止画撮影後、動き量δ以上の画像変化があった部分が動体６２として検出
され、図２３（ｂ）に示すように、その動体６２の部分を囲むように動画エリア４２が設
定されて動画撮影が行われる。
【０１６５】
　なお、動画エリア４２は動体６２が中心にくるように設定するが、図２３（ｃ）に示す
ように、画面の端の方で動体６２が検出され、そこに動画エリア４２を設定すると画面か
らはみ出してしまうような場合には、画面内に収めるように動画エリア４２を再設定する
ものとする。
【０１６６】
　また、部分動画を撮影する際に、動体６２を囲む動画エリア４２以外の部分の表示に関
して、例えばブルーバックのような特定の背景パターンや直前に撮影した静止画像を表示
したり、撮影中のスルー画像を半透明で表示するなどしても良い。
【０１６７】
　以下に、その処理動作について説明する。
【０１６８】
　図２４は本発明の第４の実施形態におけるデジタルカメラ１の撮影時の処理動作を示す
フローチャートである。
【０１６９】
　前記第１の実施形態（図３）と同様に、まず、図１に示すモードスイッチ１０の操作に
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よりモード選択が行われる（ステップＧ１１）。そして、特殊撮影用の部分動画モード「
Ｒ３」が選択されると（ステップＧ１２のＹｅｓ）、図２３（ａ）に示すように、撮影時
に電子ファインダとして機能する表示部１７の画面（モニタ画面）上に動画エリア設定用
のカーソル４１が表示される（ステップＧ１３）。ユーザは、このカーソル４１を例えば
十字キー１３の操作により移動させて、同モニタ画面上に動画エリア４２のサイズを任意
に指定すると共に、所定の操作により動き量設定画面６１を表示して動体６２の動き量δ
を任意に指定する（ステップＧ１４）。
【０１７０】
　このとき指定された動画エリア４２のサイズと動き量δは、制御部３２に設けられた動
き検出データ記憶部３２ｂに記憶される。
【０１７１】
　このようにして、ユーザにより動画エリア４２のサイズと動き量δが指定された後に、
シャッタキー９の押下操作により撮影指示がなれると（ステップＧ１５のＹｅｓ）、まず
、ＣＣＤ２３の全撮影エリアを通じて静止画の撮影が行われ、そのときに得られた静止画
の画像データが所定の圧縮方式により圧縮されてメモリ３８に記録される（ステップＧ１
７）。
【０１７２】
　この静止画の記録は１枚分だけである。続いて、当該静止画の中から動き量δ以上の動
きのある部分が動体６２として検出される（ステップＧ１７）。この動き部分の検出は、
例えば現ピクチャとその直前のピクチャとを比較することで行われる。
【０１７３】
　次に、動きの部分つまり動体６２の中心が求められ（ステップＧ１８）、図２３（ｂ）
に示すように、その動体６２の中心に合わせて動画エリア４２が設定される（ステップＧ
１９）。その際、図２３（ｃ）に示すように、動画エリア４２が表示部１７のモニタ画面
から外れる場合には（ステップＧ２０のＮｏ）、モニタ画面内に収めるように動画エリア
４２が再設定される（ステップＧ２１）。
【０１７４】
　このようにして、現在表示されている画像の中の動体６２の部分に動画エリア４２が設
定されると、その動画エリア４２に対する動画撮影が行われる（ステップＧ２２）。この
とき得られた動画の画像データは所定の圧縮方式により圧縮された後、前記静止画の画像
データと関連付けられてメモリ３８に記録される。
【０１７５】
　その際、図５で説明したように、静止画データには部分動画付きであることを示すフラ
グ情報「Ｆ」が付加され、動画データには動画エリア４２の位置データが付加されて記録
される。図２３（ｂ）の例では、動画エリア４２を構成する２点Ｐ１、Ｐ２の座標データ
が位置データが付加されることになる。
【０１７６】
　シャッタキー９が再度押下操作されて撮影の終了指示がなされると（ステップＧ２３の
Ｙｅｓ）、ここでの撮影動作が終了する。
【０１７７】
　再生時の処理については、前記第１の実施形態（図７参照）と同様である。
【０１７８】
　すなわち、ユーザが再生モード「Ｐ」を設定して静止画の表示を指示すると、メモリ３
８に現在記録されている各静止画の画像データが順次読み出されて表示部１７に再生表示
される。
【０１７９】
　ここで、静止画データに部分動画のフラグ情報が付加されていれば、当該静止画が一定
時間Ｔ（例えば０．１秒）以上表示されたときに、当該静止画に関連した動画の画像デー
タがメモリ３８から読み出されて再生表示される。上述したように、関連画像としての動
画データの読み出しは当該静止画データに付加されたＩＤに基づいて行われる。また、動
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画の表示位置は、動画データに付加された位置データに基づいて判断される。図２３（ｂ
）の例では、Ｐ１とＰ２で構成される動画エリア４２の部分に動画データがその撮影時間
分表示されることになる。
【０１８０】
　以上のように本発明の第４の実施形態によれば、静止画の撮影後、その中で動きのある
部分に動画エリアが設定されて動画撮影が行われる。したがって、予めモニタ画面上で動
画エリアの位置を設定しておかなくとも、動画撮影を必要とする部分、つまり、動き部分
だけを対象にした効率的な動画撮影が可能となり、撮影時のメモリ容量を節約することが
できる。
【０１８１】
　また、動き量δを指定しておくことで、その指定された動き量δを満たない動き部分は
無視して、必要な部分だけを対象にして動画撮影を行うことができる。
【０１８２】
　なお、前記第４の実施形態において、前記動き量δ以上の動きのある部分が複数存在し
た場合、つまり、複数の動体６２が検出された場合には、これらの動体６２毎に動画エリ
ア４２を設定しても良いし、そのうちのいずれか１つをユーザに選択させるような構成に
しても良い。
【０１８３】
　また、動画撮影の終了タイミングは、シャッタキー９の押下操作により明示的に指示す
る方法の他に、例えば動画撮影時間を予め設定しておく方法や、画像変化がなくったとき
（つまり、動体６２として検出された部分の動きがなくなったとき）に撮影終了とする方
法などでも良い。
【０１８４】
　また、前記第１～第４の実施形態では、全画面の静止画撮影後に部分動画の撮影を行う
場合に、動画エリア４２内の画像サイズのままで動画撮影を行うようにしたが、例えば図
２５に示すように、動画エリア４２にズームインして、現在動画撮影の対象となっている
部分をフル画面で動画撮影するようにして良い。再生時には、全画面の静止画を表示後、
その中に動画エリア４２の位置に合わせて動画を再生表示するが、例えば図示せぬ拡大表
示ボタンの押下等による外部指示に従って、動画部分だけを拡大してフル画面で再生表示
するものとする。
【０１８５】
　なお、部分動画の再生タイミングとしては、上述したように静止画表示時に一定時間Ｔ
経過後に部分動画を自動再生するといった方法の他に（図７、図９、図１１参照）、例え
ば図示せぬ部分動画表示ボタンの押下等による明示的な指示があったときに部分動画の再
生を行うような構成であっても良い。
【０１８６】
　また、部分動画を有する静止画が表示された場合に、一定時間Ｔの経過を待たずに、そ
の部分動画を直ぐに表示するようにして良い。
【０１８７】
　また、このような部分動画の表示は複数枚の静止画を連続的に表示する場合に限らず、
ユーザが表示対象として直接指定した静止画を表示する場合であっても、その静止画に部
分画像が付加されていれば、その部分画像を表示することができる。
【０１８８】
　また、前記各実施形態では、静止画とその静止画に付加する部分動画を別のファイルと
して扱い、これらをＩＤによって関連付けてメモリ３８に記録するものとしたが（図５、
図１７参照）、例えば静止画を複数のフレームからなる動画のフォーマットに変換し、こ
れらのフレームの中の該当する各フレームに前記部分動画を当て嵌めることで、１つの動
画ファイルとして扱うことも可能である。この場合、ＭＰＥＧ方式によるデータ圧縮を用
いれば、その動画ファイルには前後に共通する部分（静止画に対応する部分）が多いため
、データ量はかなり少なく抑えることができるため、メモリ容量を節約することができる
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。
【０１８９】
　また、前記各実施形態では、デジタルカメラを例にして説明したが、例えばカメラ付き
携帯電話など、カメラ機能を備えた電子機器であれば、その全てに本発明を適用すること
ができる。
【０１９０】
　要するに、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、前記各実施形態には種々の
段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより
種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態で示される全構成要件から幾つかの構成要
件が削除されても、「発明が解決しようとする課題」で述べた効果が解決でき、「発明の
効果」の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が
発明として抽出され得る。
【０１９１】
　また、上述した実施形態において記載した手法は、コンピュータに実行させることので
きるプログラムとして、例えば磁気ディスク（フレキシブルディスク、ハードディスク等
）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリなどの記録媒体に書き込んで
各種装置に適用したり、そのプログラム自体をネットワーク等の伝送媒体により伝送して
各種装置に適用することも可能である。本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記
録されたプログラムあるいは伝送媒体を介して提供されたプログラムを読み込み、このプ
ログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行する。
【０１９２】
　また、前述したＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体の他にも、例えば、Ｂｌｕ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（Ｒ）やＡＯＤ(Advanced Optical Disc)などの青色レーザを用いた
次世代光ディスク、赤色レーザを用いるＨＤ－ＤＶＤ９、青紫色レーザを用いるＢｌｕｅ
　Ｌａｓｅｒ　ＤＶＤなど、今後開発される種々の大容量記録媒体を用いて本発明を実施
することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】本発明の第１の実施形態における撮像装置としてデジタルカメラを例にした場合
の外観構成を示す図。
【図２】同実施形態におけるデジタルカメラの電子回路の構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影時の処理動作を示すフローチャート。
【図４】同実施形態におけるデジタルカメラの動画エリア設定時のモニタ画面の状態を示
す図。
【図５】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影処理によって得られる静止画の画像デ
ータと動画の画像データの構成を示す図。
【図６】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影時のモニタ画面の状態を示す図であり
、図６（ａ）は静止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）は動画撮影時の表示状態を示す図。
【図７】同実施形態におけるデジタルカメラの再生時の処理動作を示すフローチャート。
【図８】同実施形態におけるデジタルカメラの再生処理によって表示される静止画と動画
との関係を示す図。
【図９】本発明の第２の実施形態におけるデジタルカメラの撮影時の処理動作を示すフロ
ーチャート。
【図１０】同実施形態におけるデジタルカメラの再生時のモニタ画面の状態を示す図であ
り、図１０（ａ）は１枚目の静止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）は動画撮影時の表示状
態、同図（ｃ）は２枚目の静止画撮影時の表示状態を示す図。
【図１１】同実施形態におけるデジタルカメラの再生時の処理動作を示すフローチャート
。
【図１２】同実施形態におけるデジタルカメラの再生処理によって表示される静止画と動
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画との関係を示す図。
【図１３】本発明の第３の実施形態におけるデジタルカメラの撮影時の処理動作を示すフ
ローチャート。
【図１４】同実施形態におけるデジタルカメラの動画エリア設定時のモニタ画面の状態を
示す図。
【図１５】同実施形態におけるデジタルカメラのスケジュール設定時に表示される設定画
面の一例を示す図。
【図１６】同実施形態におけるデジタルカメラの動画エリアに対するスケジュールの設定
例を示す図。
【図１７】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影処理によって得られる静止画の画像
データと動画の画像データの構成を示す図。
【図１８】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影時のモニタ画面の状態を示す図であ
り、図１８（ａ）は静止画撮影時の表示状態、同図（ｂ）乃至（ｄ）はスケジュールデー
タに従って切り替わる動画撮影時の表示状態を示す図。
【図１９】同実施形態におけるデジタルカメラの再生時の処理動作を示すフローチャート
。
【図２０】同実施形態におけるデジタルカメラの動画エリアの移動を説明するための図。
【図２１】同実施形態におけるデジタルカメラの動画エリアのサイズ変更を説明するため
の図。
【図２２】同実施形態におけるデジタルカメラの別のスケジュール設定方法を説明するた
めの図。
【図２３】本発明の第４の実施形態におけるデジタルカメラの部分動画の撮影方法を説明
するための図であり、図２３（ａ）は動画エリアと動き量の設定画面を示す図、同図（ｂ
）は画像中の動体に動画エリアを設定して動画撮影する場合の図、同図（ｃ）は動画エリ
アが画面外にはみ出す場合の再設定方法を示す図。
【図２４】同実施形態におけるデジタルカメラの撮影時の処理動作を示すフローチャート
。
【図２５】他の動画撮影方法を示す図であり、動画エリアにズームインしてフル画面で動
画撮影する場合を示す図。
【符号の説明】
【０１９４】
　１…デジタルカメラ、２…撮影レンズ、３…セルフタイマランプ、４…光学ファインダ
窓、５…マイクロホン部（ＭＩＣ）、６…ストロボ発光部、７…ラバーグリップ、８…電
源キー、９…シャッタキー、１０…モードスイッチ（ＳＷ）、１１…スピーカ部（ＳＰ）
、１２…メニューキー、１３…十字キー、１４…セットキー、１５…光学ファインダ、１
６…ストロボチャージランプ、１７…表示部、２１…モータ、２２…レンズ光学系、２３
…ＣＣＤ、２４…タイミング発生器（ＴＧ）、２５…垂直ドライバ、２６…サンプルホー
ルド回路（Ｓ／Ｈ）、２７…Ａ／Ｄ変換器、２８…カラープロセス回路、２９…ＤＭＡコ
ントローラ、３０…ＤＲＡＭインタフェース（Ｉ／Ｆ）、３１…ＤＲＡＭ、３２…制御部
、３２ａ…スケジュール記憶部、３２ｂ…動き検出データ記憶部、３３…ＶＲＡＭコント
ローラ、３４…ＶＲＡＭ、３５…デジタルビデオエンコーダ、３６…キー入力部、３７…
画像処理部、３８…メモリ、３９…ＵＳＢインタフェース（Ｉ／Ｆ）、４０…ストロボ駆
動部、４１…カーソル、４２…動画エリア、５１…スケジュール設定画面、５２ａ，５２
ｂ…スケジュールバー、６１…動き量設定画面、６２…動体。
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